
 

 

 

 

 

 

 

 

茂仁⾹会会則（案）  



茂仁⾹会会則 

第１章 総 則 

第１条（名 称） 

本会は、札幌聖⼼⼥⼦学院同窓会茂
も

仁
に

⾹
か

会と称する。 

 

第２条（所在地） 

本会は、事務所を札幌市中央区宮の森2条16丁⽬10番地1、札幌聖⼼⼥⼦学院内に置く。 
本会は、東京都渋⾕区広尾4丁⽬3-1 聖⼼⼥⼦⼤学内⽇本聖⼼同窓会（JASH）に置く。 
 

第３条（⽀ 部） 

本会は、原則として２名以上の会員の申請により、役員会の議決を経て必要の地に⽀部を設
置することができる。 
2025年4⽉1⽇より⽀部を本部に統合する。 
 

第４条（⽬ 的） 

本会は、カトリック精神に基づき、会員相互の親睦と向上をはかり、⺟校聖⼼会の発展に寄
与し、あわせて社会に貢献することを⽬的とする。 
 

第５条（事業内容） 

本会は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。 

１． 名簿管理及びホームページの管理 

２． ⺟校への協⼒及び⾏事に関する参加、さらに在校⽣の⽀援 

   JASHなどへの⾏事に関する参加。 



３． 社会福祉活動 

４． 講演会及び研究会等の⽂化活動 

５.   ４. 故吉川初代院⻑様の追悼 

６.   ５. その他の⽬的を達するために必要な活動 

第２章 会 員 

第６条（資 格） 

1. 正会員 札幌聖⼼⼥⼦学院⾼等学校卒業者 

２、② 2022年度及び2023年度札幌聖⼼⼥⼦学院中等学校卒業者 

2. 準会員 札幌聖⼼⼥⼦学院を都合により退学し、本⼈が⼊会を希望した者 

3. 名誉会員本部役員会の議決をもって推薦され、これを承諾した者 

4. 別会員札幌聖⼼⼥⼦学院現教職員 

5. ３. 物故会員 死亡年⽉⽇を明記する 

 

第７条（会 費） 

１． 会員は、⼊会と同時に茂仁⾹会⼊会⾦を納めなければならない。但し、名誉会員及び特
別会員に推薦された者は、会費を納めることを要しない。 

２． その他必要に応じ年会費を臨時で徴収することがある。 

３． 会員の既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 
 

第８条（除 名） 

会員が本会の名誉を傷つけ、⼜は本会の⽬的に違反する⾏為のあった時、役員の議決により



除名することができる。 
 

第３章 役 員 

第９条（役 員） 

本会は、次の役員を置き、役員会を構成する。 

名誉会⻑ 札幌聖⼼⼥⼦学院現校⻑ 

相談役  前会⻑ 

顧 問  元会⻑ 

会計監査 前会計１名 前会⻑１名 

会 ⻑ １名 

副会⻑兼会計、書記、会計 各最低１名 

 

第１０条（役員の選出法） 

1. 会⻑・副会⻑・書記・会計は、正会員のうちから推薦した候補者につき、役員会に於いて
選任し、総会に於いて承認するものとする。 

2. 学年幹事は、各回⽣毎に原則２名を選出する。 

 

第１１条（任 期） 

1. 会⻑・副会⻑・書記・会計・会計監査の任期は２年、学年幹事の任期は原則２年とす
る。 

2. 役員及び幹事の任期終了後、継続は認めない妨げない。但し、再選は可能である。 

3. 補⽋及び増員により選出された役員及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 

4. 役員及び幹事は、その任期満了でも次の役員、幹事が就任するまでは、尚その職務を⾏



う。 
 

第４章 会 議 

第１２条（総会及び幹事会） 

1. 通常総会は、毎年１回会⻑はが開催招集する。 

2. 臨時総会は、役員が必要と認めた時及び会員の請求があった時、いつでも開催すること
ができる。 

3. 幹事会は、必要に応じてこれを開催する。 

4. 総会及び幹事会の議⻑は、副会⻑とする。 

 

第１３条（総会の開催） 

総会の開催は、すくなく少なくとも１０⽇以上前に、その会議の討議すべき事項、⽇時及び場
所を記載した書⾯によって、会員に通知する。 
 

第１４条（総会の議決） 

1. 総会は、本会の最⾼議決権を有する。 

2. 総会議案は、総会開催期間中に会員から異議が無ければ承認とし決する。 

 

第１５条（議事事項の通知） 

総会の議事要項及び承認⼜は、議決した事項は会員に通知する。 
 

第１６条（議事録の作成及び保存） 

すべての会議には議事録を残し、これを保存する。 
 



第５章 会 計（年度） 

第１７条（会計年度） 

1. 本会の会計年度は、毎年４⽉１⽇に始まり、翌年３⽉末⽇に終わる。 

2. 会計報告は、年に⼀回監査を経て総会開催時に会員に向けて⾏われる。 

 

第６章 慶弔に関する諸事項 

第１８条 

1. 会員や学校職員旧学校職員など関係者が死亡した場合、役員会で検討する。 

2. 役員会で必要と認めた場合慶弔意を⽰す。 

 

第７章 会則の変更 

第１９条（会則の変更） 

本会則は、役員会及び総会に於いて、承認を得なければ変更することはできない。 
 
 

第8章 SNS及びWebサイト運⽤⽅針 

第２０条（運⽤⽅針） 

1. 本会公式SNSは本会が必要と認める情報を発信することを⽬的とし、原則として返信は
⾏わない。 

2. 本会Webサイトは本会が必要と認める情報の発信、会員による住所変更・問い合わせを
受け付け、必要に応じ返信、対応を⾏う。 

 



第２１条（免責事項） 

1. 本会公式SNS、Webサイト情報に関して⽣じた利⽤者間のトラブルに関して、本会は⼀
切の責任を負わない。 

2. 本会公式SNSの投稿へのコメントに対し、不適切と判断した場合は、コメント投稿者に
断りなく、削除、⾮表⽰、また、アカウントのブロックを⾏うことがある。 

 

第２２条（転載等について） 

1. 本会公式SNS、Webサイトの内容・画像について、商⽤・私⽤を問わず、正規の⽅法を
除き本会に無断で転載等を⾏うことは禁ずる。 
 

第9章 細 則 

第２３条 本会則施⾏についての細則は、役員会及び総会の議決を経て別に定める。 

 

 

附 則 

本会則は、昭和５４年に効⼒を発する。 
昭和５９年４⽉１⽇に改正する。 
平成２３年４⽉に改正する。 
平成２５年４⽉に改正する。 
平成２８年４⽉に改正する。 
平成２９年４⽉に改正する。 
平成３１年４⽉に改正する。 
令和４年４⽉に改正する。 
令和５年１⽉に改正する。 
令和 6 年 4 ⽉に改正する。 
令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇改正する。 


